
どんな働き方でも均等待遇を ! 同一価値労働に同一賃金を ! 間接性差別禁止を法律に !

均等法を男女雇用平等法に ! 有期雇用にも均等待遇を !
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暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。体調に気をつけてのりきりましょう。

の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書出される !

「育児介護休業法改正」に私たちの声を届けよう!パパクオータ制の実現拠
厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」(07年 9月 ～08年 6月 )が報告書を出し

ました。資料として同封いたします。また「均等待遇アクション21事務局意見」をまとめましたので合

わせてお読み下さい。研究会報告を受けて「育児介護休業法」の改正に向けた審議が秋から労政審 雇用

均等分科会で始まろうとしています。来年には国会上程が予想されます。そこで均等待遇アクション21

では下記の連続ワークショップを行います。チラシを同封しますので皆さんご参加下さい。

ヌエック男女共同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム

ワークショップ「日本でパパクオータ制を実現させよう!有期雇用でもしっかりとれる育休法に l」

8月 29日 (金)16:∞～18:∞ ヌエック(日立女性教育会館)研修棟 208研修室 資料代 5∞ 円

東京ウィメンズプラザフォーラム

ワークショップ「日本でパパクオータ制を実現させよう!有期雇用でもしつかりとれる育休法に !」

10月 3日 (金 )18:30～20:30東京ウィメンズプラザ 第二会議室 資料代 5∞ 円
**2つの企画ですが、両方とも同じタイトルで行います。

変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」はじま

6月 17日 から上記の研究会がはじまりました。第2回は9月 に開催予定です。注目してい・きましょう。

第 1回の資料は→http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/s0617-3.html

2月 から5回にわたり開催された研究会は7月 に報告書とガイドラインをまとめました。
資料は→http://www.mhlw.80.jp/shingi/2008/07/s0729-1.html

直前東京行動 ワークショップ「非正規の仕事に正当な評価を」で保育職場の職務評価を行いまし

6月 28日 、保育職場の保育士、看護士、用務員の方のご協力を得て、4グループに分かれて職務評価

を行いました。職務評価をはじめて体験する参加者も多かったのですが、みな興味津々で取り組んでい

たようです。

郵政ユニオンと共同で の職務評価」を続けています。2月 から多くの正規職員、非正規

職員の皆さんにご協力いただき聞き取り調査を行なってきました。そして7月 から職務評価委員会がは

じまっています。

ジエクトでリーフレット作成

IL0100号 条約に関して ILO条約勧告適用専門家委員会から度重なる意見がだされています。事務局の

ILOプロジェクトメンバーで「リーフレット」作成を進めています。皆さんに活用していただけるよう

今秋を目途にがんばっています。お楽しみに。

シェル野崎事件/商社兼松事件の最高裁での勝利をめざし、秋にアクションを行い

前号のニュースで署名のご協力をお願いしましたが、兼松・昭和シェル事件の原告と支援のメンバー

は、10月 22日 (水)最高裁に男女差別賃金は基本的人権の侵害であることを示し、女性の要求と怒りを

リボンでつなげ、最高裁を包囲する企画を検討中です。 ぜひ、この日は行動の日として予定してくだ

さい。

有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する研究会」報告書&ガイドラインが取りまとめられ
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～間接差別をなくし、同一価値労働同一賃金を実現する～
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【呼びかけ人】

相原久美子 浅倉むつ子 伊田 広行 大沢 真理 大野 町子 大脇 雅子 木下 武男 木村 愛子

熊沢  誠 小池  晃 小宮山洋子 柴山恵美子 清水 澄子 工路 怜子 菅沼 友子 竹中恵美子

津和 慶子 寺沢 勝子  中野 麻美 林  弘子 林 陽子 福島みずほ 藤田 一枝 船橋 邦子

古田 典子 松本 惟子  円 より子 三山 雅子 森 ます美 山本  博  吉川 春子  脇田  滋

【賛同者】

合場敬子 相澤美智子 青木艶子 赤羽佳世子 秋元恵子 秋山淳子 浅井真由美 朝倉泰子 荒井利津子

安藤直子 飯田治子 丼加田まり 五十嵐美那子 池田芳江 石田絹子 石田好江 居城舜子 石川久枝 石

原豊子 石田久仁子 伊豆田アキ 伊田久美子 市川若子 市吉澄枝 伊藤セツ 伊藤みどり 稲場みち子

稲元周子 稲垣眸 井上美代 井上睦子 今井けい 今福庸夫 内田典子 内海和子 浦り|1悦子 江野本啓子

遠藤恵子 遠藤公嗣 大国和江 大竹美登利 大本徹 大山七穂 小城智子 奥山たえ子 奥山えみ子 奥田

公恵 奥田祐子 尾沢邦子 尾崎かおる 尾崎公子 小田みどり 尾辻喜代子 折原和代 飼手和子 片岡千

鶴子 加藤順子 加藤伊都子 角山優子 鎌倉淑子 上村勝行 亀永能布子 亀田篤子 鴨田哲郎 川名はつ

子 木住野理恵 北岡孝義 貴田月美 木村瑛子 木元弘子 楠井道雄 國本淳子 久場嬉子 久保田真苗

熊崎清子 久米弘子 倉知博 黒岩秩子 玄場絢子 伍賀偕子 小島八重子 後藤安子 小林佳子 小松満貴

子 小松加代子 菰田由美子 小柳優子 近藤美恵子 今野久子 酒井和子 逆井征子 坂本福子 阪本美知

子 佐崎和子 佐藤由紀子 佐藤公子 塩原節子 志賀寛子 設楽ヨシ子 志田なや子 島田美恵子 嶋川ま

き子 清水計枝 清水純子 清水直子 清水恵 白木憲一郎 新谷文子 神惇子 陣内絹恵 末永節子 杉村

和美 杉井静子 鈴木よし子 鈴木京子 関優美 瀬野喜代 添田包子 高島道枝 高木睦子 高橋広子 高

島順子 高橋みよ子 高山紀世美 高田洋子 高村裕子 高須裕彦 滝沢香 滝秀樹 竹内勝子 竹信三恵子

但馬けい子 立花英人 建部玲子 谷 恵子 田沼祥子 田沼久男 田中玉枝 津久井勝子 辻新一 堤典子

綱島文江 露木肇子 都留伸吾 戸川美穂子 徳茂万知子 戸塚秀夫 富永誠治 富田修司 内藤篤男 内藤

忍 中村史子 仲谷良子 中村和雄 中村ひろ子 中谷紀子 中谷文美 永井よし子 長嶋信也 長坂寿久

名田明子 夏木ふみ 鍋島初美 二木洋子 西田英俊 西浜楢和 西谷敏 根本ますみ 野崎光枝 野畑員理

子 野村生代 橋本ヒ百子 長谷り|1和子 畑中邦子 八谷真智子 服部雅美 馬場裕子 浜田小夜子 早房長

治 葉山洋子 林誠子 林瑞枝 原澤那美子 樋川つや子 肥田和子 日向繁子
｀
平り|1和子 広木道子 深澤

秀子 福原宇子 福田健一 福地絵子 藤沢真砂子 古守恵子 古谷悦子 細谷久美子 本間伸子 本田次男

本間節子 本間重子 真壁清子 牧田真由美 松井京子 松野菊美 松崎歌子 松村文人 三重野栄子 三島

春子 三橋敦子 南明美 村松安子 村藤美枝子 望月悦子 守芙美子 森本孝子 森田千恵 矢澤澄子 矢

澤江美子 矢島床子 矢谷康子 山崎久民 山下はるみ 山口雪子 山藤将之 山田久爾枝 山本幸子 山崎

員由美 山本令子 山崎耕一郎 山口わか子 柚木康子 横山基子 吉田隆 吉田啓子 四谷信子 和気文子

渡辺泰子 渡辺聡 和田肇 和田成枝 匿名3名

【賛同団体】

アミカス嘱託職員ユニオン おんな労働組合 (関西) 関西女の労働問題研究会 均等待遇アクション21京都

国労婦人部 昭和シェル労組 女性ユニオン東京 すみだユニオン せんしゅうユニオン 全国労働組合連絡

協議会女性委員会 都議会生活者ネットワーク 日本労働組合総連合会男女平等局 練馬区立図書館協力員労

働組合 働く女性の人権センターいこる ふぇみん婦人民主クラブ 民主党 CAWネ ット・ジャパン I女性会

議大阪

(08.8.6現 在 )
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《2008年度分(2008年 4月 ～09年 3月 )賛同費をご納入いただきました方々のお名前を掲載させていただきました。》



「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告」に対する意見

2008年 7月  均等待遇アクション21事務局

用形態にかかわらず、男女がともに仕事と家族的責任を果たしながら働き続けられる社会

本年 7月 1日 、「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」(佐藤博樹座長)が報告書を発表しま

した。この研究会では、昨年 9月 から本年6月 まで 12回にわたって、①育児休業後も継続就業ができ

る制度の見直し ②父親の育児休業取得の促進 ③両立支援制度の見直し ④両立支援制度の実効性

の確保、について議論がおこなわれてきました。

報告書では、 1)短時間勤務制度と所定外労働の免除を選択できる制度とすること 2)年 5日 の子

の看護休暇を子の人数に応じた制度とすること 3)出産後 8週間の父親の育児休業取得促進 (パパ休

暇)、 父母ともに育児休業を取得した場合の育児休業期間の延長 (パパ・ママ育休プラス) 4)介 護

休業に一日・時間単位で取得できる短期休暇制度を設けること、などの方策がとりまとめられています。

この報告書を受けて今秋から労働政策審議会雇用均等分科会が開かねハ審議を経て、早ければ来年の国

会にも育児・介護休業法の改正案が上程される見通しです。

以 下は報告書の問題点および今後の育児・介護休業法の改正に向けた私たちの意見です。

パクオータを生かすには所得保障の充実を

報告書では、父親の育休取得率 0.5%を 10年後に 10%にするという昨年 12月 に制定されたワ

ーク・ライフ・バランス行動指針の数値目標達成に向けて、「パパ休暇」や 「パパ・ママ育休プラス」

の方策を提案しています。これはスウェーデンやノルウェーで実施されてい
｀
るいわゆる「パパクオータ

(父親割当制度)Jの変型といえる 1)の です。「クオータJ制 と「所得保障Jが、父親の育休取得率を高

める有効な方策であることは各国の例をみても明らかです。 ドイツでも昨年「クオータ」制と平均賃金

の 67%給付を導入したことにより、父親の育休取得率が大幅に上昇しました。

しかし報告書では、所得保障について、給付金 50%の暫定措置 (2010年 3月 末まで)の延長にと

どまっています。育児休業給付金は、 ILO母 性保護条約 (183号 )の第 6条 (母性休暇の給付は従

前所得の2/3以上とする)に準じて67%の所得保障とするべきです (日 本未批准)c

「クオータ」市Jが導入されて t,「 所得保障Jがなけオlば、父親が実質的に育児に参加できるだけのま

とまった休暇を取得することは困難です。「所得保障」がないまま 「クオータJ制のみ導入すれば、父

親の育休取得率はみかけは上昇しても、実態はきわめて短期間の父親育休と長期間の母親育休という結

果となり、ワーク・ライフ・バランスではなく、アンバランスとなりかねません。

期雇用労働者の育児休業取得要件の見直し

報告書では、有期雇用労働者の育児体業について、「子が 1歳 に達するLlを超えて引き続き雇用され

ることが見込まれることJな どの取得要件は妥当であるとし、周知を図るとされています。

しかし、有期雇用労働者の90%は 契約を反復更新しているにもかかわらず、事業主の恣意的な判断

である「更新の見込みJと いう要件は、多くの有期雇用労働者を育体の対象者から締め出しています。

調査によれば、有期雇用労働者の育休取得希望は 76%と高いにもかかわらず、期間の定めのない労

働者と比べると取得率はきわめて低くなっています。 (研究会資料より)

すでに女性労働者の過半数が非正規雇用で、そのほとんどは有期雇用です。客観性に乏しい要件を加

えることによって、有期雇用の女性を育休取得の権利から排除することは、女性の継続雇用や少子化対

策からも逆行しています。この要件を見直しすることは、不可欠の課題です。

3



児・介護休業法の改正にむけて取り組むべき項目の概

.育児休業制度の充実について

1)育児休業の取得期間及び取得日数については、就学前までの期間に、通算 10か月 (特例 16か
月)の休業を取得できるようにすること (現行 1歳、特例として 1歳 6か月まで)

2)休業の取得については、 2回 まで分割可能とすること

3)配偶者が専業主婦 (夫 )の場合の労使協定による育休取得除外規定を廃止し、取得を可能とする

こと

,「パパ休暇」および「パパ・ママ育休プラス」の導入について

1)「パパ休暇」は、出産後 8週間だけでなく、産前 6週間も対象とすること

2)「バパ・ママ育休プラス」は,父親だけでなく母親も分割取得できるようにすること

3)父親と母親が双方で取得する場合、取得日数を2か 月プラスすること

.所得保障について

1)平成 22年 3月 末までの暫定措 1昔 としての給付金 50%は 、「暫定措置」をはずし、給付金は

「80%Jと すること

2)雇用保険ではなく、国と企業の拠出による安定的な枠組み (基 金)に よる給付金とすること

。有期雇用労働者の育児休業取得要件について

「1年以上の継続勤務 |、
「子が 1歳に達する日を超えて引き続き雇用さオ

´
lる ことが見込まれ、 1歳

に達する日から 1年を経i墨 する日までに契約更新さオlな いことが明らかでないこと」という要件をな

くすこと

5.短時間勤務、所定外労働の免除について

1)短時間勤務、フレックスタイム制、始業・終業時間の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除につい

ては、いずれも重複的に請求できるものとすること (現 行は選択的措置義務)、

2)就業継続のための短時間勤務、所定外労働の免除は、育児休業と一体となった流れにあると位置

づけ、事業主の承諾不要とすること

3)取得期間は、小学校 3年終 了時までとすること (現行 3歳まで)

6.子の看護休暇

1)子 1人 につき5日 とすること (現行は親 1人 5日 )

2)取得期間は、小学校 3年終 r時までとすること (現行は 3歳 まで)

3)1日単位だけでなく、半日、時Hll口 位の取得を認めること

7.介護休業について

1)施設介護や在宅介護、遠距離介護など多様化する介護の需要にあわせて、分割取得を認めること

2)長期の介護休業とは別に、短期の介護休暇 (1日 、半H単位)を もうけること

8.ひとり親家庭への配慮

1)ひ とり親の場合は、育休のIFx得 日数を 2か月プラスすること

2)低所得のひとり親が育体を取得する場合は、給作1金 にひとり親加算をすること

以  11
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今年7月 、厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」が出されました。そし

て秋以降、労働政策審議会・雇用均等分科会で「育児介護休業法」の改正に向けて審議が始まろうとして

います。男・女、正規・J卜正規に関係なく育児介護をしながら働き続けられる法律にすることが求められま

す。私たちの求める「育児介護休業法Jとは、どういう内容なのかを参加者みんなで討論してみましょう。

ぜひご参加下さい !|

|           |
|        |
|        |

|  |

7-クショッ■

日本でパパクオー年制を実現さ世よう′

有期雇用でもしっから1これる育体法に r

☆ 厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」と

育児介護休業法改正審議に向けて  事務局から報告

☆ お話
「素敵な挑戦ロパパも育休。一私の体験からもう16年。やつとパパクオータ制の動きが一」

富永誠治さん(ファザーリングロジヤバン会員)

☆ みんなで討論 ～私たちの求める育介法は?

■ 日時 :2008年 8月 29日 (金)16:00～ 18:00

■ 場所 ;ヌエック(国立女性教育会館)研修棟 208研修室

埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 東武東上線 武蔵嵐山駅下車

■資料代;500円
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********《 育 児 介 護 休 業 法 》改 正 審 議 に お IIτ *******

退職することなく不利益を受けることなく、男女ともに働きながら育児介護が行うことが可能な日本にしたいもの
です。この秋から厚生労働省“労働政策審議会雇用均等分科会で「育児介護休業法」の改正にむけた審議が始
まり、来年には国会上程が予想されます。男性労働者が躊躇せずに「育体」を取得するためには、有期雇用労働
者が安心して取得するには、どういう内容の法改正が必要なのかみんなで考えてみましょう。

:鶏密 義″

「日本でパパクオータ制を実現させよう!有期雇用でもしっかりとれる育休法に !」

☆ 「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書」について

☆ グループ討論…・みんなで考えよう:どんな「育児介護休業法」が必要か !

■ 日時 ;2008年 10月 3日 (金)18:30～ 20:30

■ 場所 :東京ウィメンズプラザ 第二会議室
(渋谷区神宮前 5-53-67  地下鉄 表参道駅下車)

■ 資料代;500円
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